
富 士 宮 市 竹 破 砕 機 貸 出 事 業 実 施 要 領  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 市 内 の 放 置 竹 林 の 拡 大 抑 制 並 び に 森 林 の 整 備 及 び

保 全 を 推 進 す る た め 、 市 が 所 有 す る 竹 破 砕 機 の 貸 出 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 貸 出 範 囲 ）  

第 ２ 条  市 内 に あ る 放 置 竹 林 の 拡 大 抑 制 並 び に 森 林 の 整 備 及 び 保 全 を 行

う 個 人 及 び 団 体 等 で 営 利 を 目 的 と し な い 者 （ 以 下 「 借 受 者 」 と い う 。）

に 限 り 、 竹 破 砕 機 の 貸 出 を 受 け る こ と が で き る 。  

（ 貸 出 手 続 ）  

第 ３ 条  借 受 者 が 竹 破 砕 機 を 借 用 し よ う と す る と き は 、 竹 破 砕 機 借 用 申

請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） を 借 用 し よ う と す る 日 の １ ０ 日 前 ま で に 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 休 業 日 に 重 複 す る 場 合 は そ の 前 日 と す る 。  

 （ 貸 出 期 間 ）  

第 ４ 条  竹 破 砕 機 の 貸 出 期 間 は 、 １ 回 に ７ 日 間 を 限 度 と し 、 貸 出 は 同 一

年 度 に ２ 回 ま で と す る 。  

２  竹 破 砕 機 の 貸 出 及 び 返 却 時 間 は 、 金 曜 日 か ら 木 曜 日 ま で の 午 前 ９ 時

か ら 午 後 ４ 時 ま で の 間 と す る 。 た だ し 、 市 長 が 竹 破 砕 機 の 貸 出 管 理 を

委 託 し た 場 合 、 そ の 受 託 者 の 休 業 日 は 除 く も の と す る 。  

 （ 使 用 料 ）  

第 ５ 条  竹 破 砕 機 の 使 用 料 は 、 無 償 と す る 。  

 （ 費 用 負 担 ）  

第 ６ 条  竹 破 砕 機 の 運 搬 及 び 稼 働 に 要 す る 一 切 の 費 用 は 、 借 受 者 の 負 担

と す る 。  

 （ 竹 破 砕 機 の 使 用 及 び 管 理 ）  

第 ７ 条  借 受 者 は 、 貸 出 期 間 中 の 竹 破 砕 機 の 使 用 及 び 管 理 に つ い て 、 注

意 義 務 を 怠 ら ず に 適 正 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 借 受 者 の 禁 止 事 項 ）  

第 ８ 条  借 受 者 は 、 竹 破 砕 機 の 使 用 に あ た り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を し て は

な ら な い 。  



⑴  市 が 実 施 す る 操 作 説 明 会 を 受 講 し た 者 以 外 の 者 の 機 械 操 作 及 び 破

砕 作 業 （ た だ し 、 補 助 作 業 を 除 く ）。  

⑵  竹 破 砕 機 （ 附 属 品 等 を 含 む ） の 譲 渡 、 処 分 又 は 転 貸 。  

⑶  市 外 の 竹 林 等 で の 使 用 。た だ し 、使 用 場 所 が 一 団 の 土 地 で あ っ て 、

市 内 の 放 置 竹 林 の 拡 大 抑 制 並 び に 森 林 の 整 備 及 び 保 全 を 目 的 に 使 用

す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

⑷  作 業 中 に 発 生 す る 作 動 音 や 振 動 及 び 破 砕 物 の 散 乱 等 が 周 辺 住 環 境

に 影 響 を 及 ぼ す 恐 れ の あ る 場 所 や 時 間 帯 で の 使 用 。  

⑸  機 械 の 能 力 を 超 え た 使 用 。  

⑹  竹 又 は 樹 木 の 破 砕 以 外 の 使 用 。  

⑺  異 音 や 異 臭 及 び 不 自 然 な 可 動 等 の 異 常 が 発 生 し た 時 の 使 用 。  

⑻   ゴ ー グ ル 、 保 護 手 袋 、 保 護 服 等 を 着 用 す る な ど の 安 全 を 怠 る 使

用 。  

 （ 返 却 ）  

第 ９ 条  借 受 者 は 、 竹 破 砕 機 を 返 却 し よ う と す る と き は 、 返 却 及 び 完 了

届 （ 第 １ 号 様 式 ） を 提 出 し 、 担 当 職 員 の 確 認 を 受 け 、 指 定 す る 場 所 に

返 却 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 借 受 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 竹 破 砕 機 を 返 却

さ せ る こ と が で き る 。  

⑴  こ の 要 領 に 定 め る 事 項 に 違 反 し た と き 。  

⑵  竹 破 砕 機 の 維 持 管 理 上 、 支 障 が あ る と 認 め た と き 。  

⑶  そ の 他 市 長 が 返 却 さ せ る 必 要 が あ る と 認 め た と き 。  

⑷  竹 破 砕 機 の 使 用 実 態 が な く 、 放 置 さ れ た 状 態 が 認 め ら れ た と き 。  

 

 （ 事 故 の 届 出 ）  

第 １ ０ 条  借 受 者 は 、 竹 破 砕 機 の 毀 損 又 は 亡 失 、 第 三 者 に 損 害 を 与 え る

等 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、 直 ち に 竹 破 砕 機 使 用 事 故 報 告 書 （ 第 ２ 号

様 式 ） に よ り 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 弁 償 等 ）  

第 １ １ 条  借 受 者 は 、前 条 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、市 長 の 指 示 に 従 い 、



こ れ を 弁 償 し な け れ ば な ら な い 。  

２  借 受 者 は 、 竹 破 砕 機 を 使 用 し 、 又 は 運 搬 す る 際 に 、 第 三 者 に 損 害 を

与 え た 場 合 は 、 全 て 借 受 者 の 負 担 及 び 責 任 に お い て こ れ を 処 理 す る も

の と す る 。 借 受 者 及 び そ の 構 成 員 等 に 損 害 が 発 生 し た 場 合 も 同 様 と す

る 。  

 （ 貸 出 台 帳 の 管 理 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、 竹 破 砕 機 貸 出 台 帳 （ 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 貸 出 状 況 を

管 理 す る も の と す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 竹 破 砕 機 の 貸 出 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 以 降 の 受 付 か ら 適 用 す る 。  

 


